
- 1 -

無名会判例研修会 （平成２９年４月１９日実施）

担当弁理士 武田寧司

皮膚化学的治療のためのシステム及び装置事件

【１】本件事件

事件番号 平成 28年 (行ケ) 第10122号 審決取消請求事件

（皮膚化学的治療のためのシステムおよび装置）

原告(出願人) ザ ジェネラル ホスピタルコーポレイション

被告 特許庁長官

裁判所 知的財産高等裁判所第４部(裁判長：髙部眞規子)

判決言渡日 2016/05/11

主文 特許庁が不服2014-3838号事件について平成27年2月9日にした審決を

取り消す。

【２】本件事件の概要

拒絶査定不服審判で拒絶審決を受けた原告が、その取消しを求めた審決取消

訴訟で、知財高裁は原告の請求を認め審決を取り消した。

引用例１に引用例２を組み合わせて容易想到とした審決に対し、引用例２の

解釈が誤っており、引用例２を適用しても進歩性を否定できないとした。

より具体的には、引用例２のフィルター６を液体水フィルターとすることま

では認定できても、この水を皮膚の冷却用にまで使用するものということはで

きず、本願発明の「水フィルター」には相当しないと判断した。

【３】事件(出願)の経過

平成２０年１２月 ８日 出願（優先権主張：平成１９年１２月７日）

平成２５年 ４月１７日 拒絶理由通知

８月２３日 手続補正書

１０月２４日 拒絶査定

平成２６年 ２月２８日 拒絶査定不服審判

平成２７年 ２月 ９日 棄却審決

６月２２日 審決取消訴訟

平成２８年 ８月１５日 認容審決

【４】原告の主張と裁判所の判断

１ 一致点の認定の誤り及び相違点の看過

→判決で原告の主張は認められていない

２ 相違点に係る容易想到性の判断の誤り

→判決で原告の主張は認められた
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【５】本件発明について

（５－１）特許請求の範囲の記載

【請求項１】

Ａ 光学的放射線を少なくとも１つの生物組織に加えるための装置(580)であって、

Ｂ 化学反応に基づいて前記放射線を発生させるように構成された放射線装置、およ

び、水フィルター(※空洞部590)を備え、

Ｃ 前記放射線装置は、封止された筐体(510、520)および前記筐体の内部に設けられ

た可燃性材料(120)を備え、

Ｄ 前記封止された筐体の外側表面の一部(520)は、前記生物組織に接するように構

成され、

Ｅ 前記水フィルター(※590)は、前記可燃性材料(120)と前記封止された筐体の外側

表面の一部(520)との間に設けられ、

Ｆ 前記水フィルター(※590)は、前記光学的放射線の一部を濾光し、且つ、前記生

物組織を冷却するために構成され、

Ｇ 前記光学的放射線は、前記少なくとも１つの生物組織の少なくとも一部に生物学

的影響をもたらす装置。

120 可燃性フィラメント

150 雷管

230 作動装置

240 スイッチ／ボタン

510 外側壁

515 反射層

520 底面

580 装置

590 空洞部

図５Ｃ

（５－２）明細書の記載

・光学的放射線としては、可視スペクトル範囲の１種以上の波長を有する電磁放射線、

紫外放射線、および／または赤外放射線を挙げることができる。（0004)

・光学的放射線を使用する皮膚科学的治療としては、例えば、刺青または毛髪の除去、

座瘡の出現、あるいは、年齢によるシミ、血管腫、クモ状静脈、またはポートワイン母

斑等の静脈または色素性の病変を減らすこと、ならびにシワの除去を挙げることができ

る。(0005)
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・当該フィラメントは、金属（例えば、アルミニウム、ヒドロナリウム、または別のア

ルミニウム合金、別の金属など）等の可燃性材料ででき得るか、またはこれを含むこと

ができる。(0033)

・本発明の特定の例示的実施形態では、特定の波長または特定範囲の波長を有する放射

線源によって生み出される放射線を減衰または遮断するために、１つ以上のフィルター

が設けられてよい。例えば、治療される組織に影響を及ぼす紫外および／または赤外の

光学的放射線の量を減らすために、フィルターを設けることができる。可視スペクトル

内にある特定波長の放射線を濾光するために、他のフィルターも設けてよい。別個の薄

板または板であるようなフィルターも設けてよい。代替的に、当該放射線源の筐体およ

び／または外被の複数部は、このような濾光特性を提供する材料を用いて形成されてよ

い。(0022)

【６】引用例１（米国特許出願公開第2004/0087889号明細書）について

（６－１）審決が認定した引用発明１（←当事者間で争いなし）

光を皮膚の治療領域に送達するための治療処置装置であって、

着火性材料(5)の着火によって光を放出するインコヒーレント光源(3)を備え、

インコヒーレント光源(3)は、プリズム(6)を前部に備えた中空の容器、及び中空の容

器の内部には着火性材料(5)を備え、

プリズム(6)の前端部の表面は、治療の間に皮膚に接触するものであって、

さらに、プリズム(6)及びプリズム(6)の側面のコーティングによって光をフィルタリ

ングするように構成された、

光によって皮膚疾患の治療を行う治療処置装置。

１ バッテリ

２ トリガー機構

３ インコヒーレント光源

４ ソケット

５ 着火性材料

６ プリズム

７ 反射板

８ 筐体

19 センサ手段

図１
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【７】本願発明と引用発明１の一致点及び相違点

（７－１）審決が認定した一致点（←審決の認定に誤りなしと判示）

光学的放射線を少なくとも１つの生物組織に加えるための装置であって、

化学反応に基づいて前記放射線を発生させるように構成された放射線装置、および、

光学的フィルターを備え、

前記放射線装置は、封止された筐体および前記筐体の内部に設けられた可燃性材料を

備え、

前記封止された筐体の外側表面の一部は、前記生物組織に接するように構成され、

前記光学的フィルターは、前記光学的放射線の一部を濾光するために構成され、

前記光学的放射線は、前記少なくとも１つの生物組織の少なくとも一部に生物学的影

響をもたらす装置である点

（７－２）審決が認定した相違点（←原告主張の相違点看過の誤りなしと判示）

光学的フィルターが、本願発明においては、水フィルターであって、可燃性材料と封

止された筐体の外側表面の一部との間に設けられ、光学的放射線の一部を濾光し、且つ、

生物組織を冷却するものであるのに対して、引用発明１においては、インコヒーレント

光源３のバルブ本体の前部に配置されたプリズム６及びプリズム６の側面のコーティン

グからなるものであって、光学的放射線の一部を濾光するものであるが、生物組織を冷

却するものであるかまでは不明である点

【８】引用例２（特表2004-530464号公報）について

（８－１）審決が認定した引用発明２発明

患者の皮膚の処置のため、ランプ(2)からの光を導波管(5)を通じて患者の皮膚(1)へ

向けるための装置において、光スペクトルのフィルター処理を行なうためにフィルター

(6)を設け、フィルター(6)を液体水フィルターとし、この水を冷却用にも使用すること

１ 皮膚

２ アークランプ

３ 反射板

４ 管

５ 導波管

６ フィルター

７ 間隙（チャネル）

８ 幅



- 5 -

（８－２）引用例２の記載事項

・光のフィルター処理

ランプの最適プロファイルドスペクトル（ＯＰＳＬ）は、ターゲットの処置によって

決定される。最適な条件は、１）表皮の温度が熱的壊死の温度よりも低く、２）ターゲ

ットの温度が熱的壊死の温度よりも高く、３）フィルターにおける光エネルギーのロス

が最小である、ことである。ＯＰＳＬが鋭いカットオフを要求することが数学的に実証

されている。図７ａ～７ｃは、以下の上記条件の計算結果としてのＯＰＳＬを示す。図

７ａは、ムラート皮膚／脱毛の場合、図７ｂは、白い皮膚／クモ状静脈処置の場合、及

び図７ｃは、コラーゲン加熱を通じての肌の若返りに対する場合である。ＯＰＳＬに対

する単純な基準は、ランプスペクトルから選択／フィルター処理された一又は複数の波

長帯域を含み得る。（一又は複数の）帯域は、表皮の温度上昇に対するターゲット（毛

幹、基質、血管、静脈、色素障害、入れ墨等）の温度上昇の比率がある数字Ｓより大き

いように選択される。数字Ｓは、処置にとっての安全性の望ましいレベルに依存する。

より高いＳは、より高い安全性レベルを与える。ランプの効率を最大にするためには、

Ｓは約１であるべきである。(0073)

図７ａ 図７ｂ

・光スペクトルのフィルター処理は、提案装置の全ての最適な構成要素によって実現さ

れ得る。可能性のあるフィルター処理機構は、ランプ２、間隙７内の液体、管４、導波

管５、フィルター６における光の波長選択性吸収と、反射板３での光の波長選択性吸収

とを含む。フィルター６は、多層誘電体コーティング、反射コーティング、吸収媒体又

はスペクトル共振散乱体として実現され得る。(0074)

・フィルター６は、液体が凍結された際の整合屈折率Δｎ≒０を有する液体（例えば水）

及び固体状態の粒子の懸濁として形成され得る。この状態における光の散乱及び減衰は

非常に低い。導波管５の温度（０℃周辺）は、液体が完全に溶解するまでフィルター６

の融解温度に留まる。この時間は、良好な冷却による皮膚の処置に使用され得る。液体

中の媒体の屈折率及び結晶条件は、非常に異なる。そのため、溶解後、液体６は、ビー

ムの著しい減衰を有する高散乱板になる。６がその冷却能力を失うと、組織における流

束量は、従って、自動的に下がり、組織を損傷から保護する。(0076)

・１．４μｍ及び１．９μｍで水のＩＲ吸収ピーク付近の光スペクトルをフィルターに

通すため、厚さ１～３ｍｍの液体水フィルターが使用され得、この水は、冷却用にも使

用され得る。(0077)
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（８－３）審決が認定した引用発明２の認定理由

よって、以上の２ａ）ないし２ｃ）（※上記(8-2)で引用したか所）の刊行物２の記

載を総合すれば、刊行物２には以下の事項（以下「刊行物２の記載事項」という。）が

記載されている。

※→ この記載によれば、審決がした引用発明２の認定は、段落(0077)の液体水フィ

ルターが「皮膚」の冷却用に使用されると示したものといえる？

【９】判決の判示事項

（９－１）光スペクトルが処理を受ける場所と処理方法（判決24頁下4行～25頁2行）

① ランプ２のエンベロープ（外被）･･･光の吸収

② 間隙７を満たす液体 ･･･光の吸収

③ 管４ ･･･光の吸収

④ 導波管５ ･･･光の吸収

⑤ フィルター６ ･･･光の吸収又は有向散乱

⑥ 反射板３ ･･･光の吸収

又はこれらの組合せ ∵(0010)(0020)(0074)

※→ 「フィルタリング機構は、吸収フィルター、選択的反射フィルター、及びスペ

クトル共振散乱体であり得る」との記載が段落(0010)、クレーム16にある

（９－２）フィルター６の具体的な態様（判決25頁4～9行）

① 導波管５の表面、透明基体又は散乱媒体の上に形成された多層誘電体干渉コーテ

ィング

② コールドフィルター又は非吸収フィルター（いわゆる多層誘電体フィルター）

③ 電界に依存する吸収帯を有する半導体フィルム

④ 液晶材料等から形成される散乱フィルター

⑤ 反射コーティング

⑥ 吸収フィルター（吸収媒体を用いたフィルター）

⑦ スペクトル共振散乱体 ∵(0010)(0021)-(0023)(0074)

（９－３）液体水フィルターの存在場所（判決27頁8～10行）

① 間隙７内の水を吸収フィルターとして用いる液体水フィルター

② 【図１】のフィルター６を含む任意の場所に設ける液体水フィルター

∵(0075)(0077)

※→ 水フィルタの引用例２における場所を特定できる記載か所は３か所

・スペクトルの上方の又は遠い波長は、間隙７内の１ｍｍ厚の水フィルターで取り除か

れる。(0033)

・水フィルタリングが望ましい場合、間隙７内の流体は、所望により単独の又ドープさ

れた水であり得る。(0075)

・１．４μｍ及び１．９μｍで水のＩＲ吸収ピーク付近の光スペクトルをフィルターに

通すため、厚さ１～３ｍｍの液体水フィルターが使用され得、この水は、冷却用にも使

用され得る。(0077)



- 7 -

（９－４）「冷却」される場所と冷却手段（判決28頁12～14行）

① 装置構成要素の冷却 ･･･ ランプ２と管４との間隙７内の液体又は気体

② 皮膚の冷却 ･･･ 導波管５を冷却すること

∵(0025)(0058)(0060)(0075)(0078)-(0083)

（９－５）導波管の冷却（判決28頁下11行～最下行）

・ 導波管５を冷却するための複数の機構（0078～0083）が紹介されているが、

①フィルター６を含む任意の場所に設けられた液体水フィルターの水

②間隙７内の液体又は気体

を導波管５の冷却に使用するとしたものではない。

・懸濁フィルターは導波管５の冷却により皮膚を冷却するものと認められる。

（９－６）懸濁フィルターと液体水フィルターの相違（判決29頁）

・懸濁フィルターは、屈折率に対する共振散乱を利用したスペクトル共振散乱体である

と解される。したがって、懸濁フィルターにおいて、これに入射した波長λの光の透過

率は、主として波長における凍結した液体（氷）と固体粒子との屈折率の差に応じて決

まるものと認められる。

・他方、液体水フィルターは、水を吸収媒体として用いる吸収フィルターであるから、

これに入射した波長λの光の透過率は、主として波長λと水の赤外線吸収ピークとの差

に応じて決まるものと認められる。

・スペクトル共振散乱体である懸濁フィルターと吸収フィルターの一種である液体水フ

ィルターとは、明らかに動作原理を異にする。

・液体水フィルターと懸濁フィルターとは、別個のものであるということができる。

（９－７）結論（判決29頁～32頁）

・本件審決が認定した引用発明２における液体水フィルターは、フィルター６の場所に

設けられたものであるが、その水を皮膚の冷却に用いることは、引用例２に記載も示唆

もされていない。（判決29頁下2行～30頁1行）

・したがって、本件審決が認定した引用発明２（前記第２の３⑷）のうち、「患者の皮

膚の処置のため、ランプからの光を導波管を通じて患者の皮膚へ向けるための装置にお

いて、光スペクトルのフィルター処理を行なうためにフィルター６を設け、フィルター

６を液体水フィルターと」することは認定できるが、「この水を（皮膚の）冷却用にも

使用すること」までは認定することができない。（判決30頁14～18行）

・いずれの液体水フィルターについても１～３ｍｍの厚さに薄く広げられた水が導波管

５の冷却を介して皮膚１を冷却する効果をもたらすとは必ずしもいい難い(30頁8-10行)

・以上に鑑みると、本件審決が認定した引用発明２の「液体水フィルター」は、【００

７７】の「液体水フィルター」を指し、懸濁フィルターはこれに含まれないと解するの

が自然である。そして、前記(1)のとおり「液体水フィルター」は、皮膚を冷却するも

のということはできない。（判決31頁18～21行）
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【１０】判決を振り返ってみて

（１０－１）本願発明の引用例１、２に基づく進歩性は肯定されるものであったのか？

「懸濁フィルターは、導波管５の冷却により皮膚を冷却するものと認められる」（判

決28頁下2～最下行）との記載を文字どおりに受け取れば、水フィルターが皮膚を冷却

するものではないとしても、懸濁フィルターが皮膚を冷却するものと判示したことにな

る。そうであれば、引用例１，２に組合せで進歩性は否定させるものではなかったのか？

なお、本願発明は水フィルターという名称ではあるが、以下のとおり、本願明細書に

は水フィルターを冷却して用いる態様の記載がある。

あるいは、皮膚を冷却するのは導波管であって、懸濁フィルターであっても皮膚を冷

却するとまではいえないと判示し、その後の審決はその判断を踏襲したのであろうか？

（１０－２）本願明細書中の「水フィルター」の記載

・ 特定の例示的実施形態では、当該放射線源によって生み出される赤外放射線の量を

減らすために、水フィルターを設けてもよい。このような水フィルターは当該筐体また

は外被の一部として形成されるか、またはこれに取り付けられてよい。当該水フィルタ

ーは冷却または冷凍され、それによって、一部の赤外放射線を濾光することに加え、治

療される組織の冷却を提供し得る。(0023)

・赤外範囲にある、燃焼灯１００によって生み出された少なくとも一部の光学的放射線

を減衰または遮断するためにも、フィルター２５０を構成または構築することができる。

例えば、およそ９００ｎｍの波長、および約１、１００～１、３００ｎｍの間の波長を

有する、治療される組織に影響を及ぼす量の光学的放射線を減らすために、水フィルタ

ーを用いてよい。当該水フィルターは、少なくとも部分的に水で満たした浅い筐体また

は容器を含むことができ、これは光学的放射線源１００と治療される組織２８０との間

に設けられる。例えば、このような水フィルターを外被２２０の下部に取り付けること

ができる。このような水フィルターを用いてよい。広帯域の光学的放射線源を利用する

特定の従来の光治療機器においても、このような水フィルターを用いてよい。(0045)

・本発明のなおさらなる実施形態に従う、別の例示的装置５８０が図５Ｃに示されてい

る。例示的装置５８０は、図５Ａに示されている装置５００と実質的に同様である。装

置５８０の底面５２０は、空洞部５９０を含むことができる。水フィルターを形成する

ために空洞部５９０を水で満たすことができ、当該水フィルターは、本明細書に記載さ

れているように、当該水フィルターを通過する量の赤外放射線を減らすか、および／ま

たは除去し得る。例えば、水で満たした空洞部５９０を含む例示的装置５８０を、冷凍

庫の中で貯蔵することができる。その凍った水層は、装置５８０が治療される組織の上

に配置され、かつ、光学的放射線パルスが可燃性材料１２０を活性化することによって

発生される場合、組織の赤外濾光および冷却の両方を提供することができる。特定の放

射線濾光特性を有する他の材料または混合物も、空洞部５９０内に設けられてよい。こ

のような材料または混合物は、個体、液体、または気体の形態にあってよい。(0061)

以上


